
令和 8 年度豊中市 PTA 連合協議会・第１回役員会 

5 月 12 日（火）19 時～地域共生センター 

 

次第 

（進行：社会教育課） 

１．会長あいさつ                            藤澤会長 

 

２．各ブロックより報告 

  北東部ブロック                        田畑ブロック長 

  北中部ブロック                        秋山ブロック長 

  北西部ブロック                        藤澤ブロック長 

  東部ブロック                          奥代ブロック長 

  西部ブロック                          藤本ブロック長 

  南部ブロック                          池田ブロック長 

 

３．教育委員会より報告、質疑応答 

部活動の地域展開について               学校教育課 小渡課長 

                                          木村係長 

４．案件 

    （1）役員一覧、対外役員一覧、令和 8 年度「事業計画案」「予算案」の確認(資料 1) 

（2）ブロック活動の活動費助成について(資料 2) 

（3）学校 PTA 周年記念事業お祝い金について(資料 3) 

（4）PTA 連合協議会のスローガンについて(資料 4) 

（5）豊中市 PTA 連合協議会会則について(別紙 1) 

（6）豊中市連 P 安全互助制度について(別紙 2) 

（7）第一回総会の開催日時の決定 

日時：6 月  日（ ）  時～、場所： 

 

５．その他 

  （1）役員から PTA 関連の質疑応答 

  （2）事務局から連絡 

(3) 小学校 PTA 会長全体会議の開催日時の決定 

   (4) 第 2 回役員会 開催日程の確認    月  日（  ）19 時～ 

 

６．閉会あいさつ                            会長代行 



豊中市 PTA 連合協議会・第１回役員会 議事録 

 

開催日時：５月 12 日（火）19 時 00 分～21 時 00 分 

開催場所：地域共生センター大会議室（オンラインとハイブリッド形式） 

出 席 者：〈豊中市ＰＴＡ連合協議会〉（以下、「連Ｐ」という） 

       藤澤会長（14 中）、谷口会長代行（桜井谷）、藤本会長代理（蛍池） 

       野上書記（南桜塚）、秋山会計（3 中）、池田副会長（庄内よつば） 

羽根副会長（小曽根）奥代副会長（17 中）弓倉副会長（泉丘） 

田畑副会長（9 中）福永顧問 

〈ZOOM 参加〉 関口副会長 (南丘) 

〈豊中市教育委員会・豊中市〉 社会教育課 江川課長、北田係長、桐山 

                    学校教育課 小渡課長、木村係長 

〇次第 

1． 会長あいさつ 

子どもたちのためにより良い議論を重ねていきたい。体調管理には気を付けていきましょう。 

2． 各ブロックより報告 

〇田畑副会長（北東部ブロック）から報告 

・令和８年度に関してはスポーツ大会等を行わないことが決定した。  

〇秋山会計（北中部ブロック）から報告 

・4/28 に会長会を実施した。PTA 会費の徴収の議題に挙がり、スムーズに会費の徴収を行えていない

学校があるとのこと。イベントの経費や役員の選任方法、PTA の存在意義についても議論を交わした。 

〇藤澤会長（北西部ブロック）から報告 

・4/23 に会長会を行った。スポーツ大会や研究大会について議論した。次回の会長会は 5/22 に決 

した。 

〇奥代副会長（東部ブロック）から報告 

・4/14 にブロック会を実施した。スポーツ大会や研究大会について議論を交わし、スポーツ大会は開催し 

ないこととした。研究大会開催に関しては再度協議して決定する。その他課題や悩みを共有した。 

〇藤本会長代行（西部ブロック） 

  ・4/21 に会長会を行った。スポーツ大会を開催するにあたり、自転車講習を行うことを視野に入れてい 

る。研究大会の内容については、「個人情報保護」「接遇」「SNS との付き合い方」に決定した。会費 

の徴収に苦労している学校もあるとのこと。 

〇池田副会長（南部ブロック） 

・4/15 に会長会実施した。会費の徴収について議論を交わした。次回は 5/24 に会長会を実施する

予定。 

 

 



３. 教育委員会より報告、質疑応答 

〇部活動の地域展開について 

昨年度に引き続き、部活動の地域移行について改めて知らせる。本年 4 月より、学校教育課内に

「地域クラブ係」を新たに設置した。これまで部活動は学校や顧問の教員が中心となって担ってきたが、今

後は地域全体で支える形へと移行していく。そのため、「認定地域クラブ」を立ち上げ、生徒が主体的に

活動を選択できる仕組みをめざしている。現在は先行実施として、17 団体の認定を行っている。現時点

では主に体育系クラブが中心となっているが、今後はこれまでになかった多様な分野のクラブも順次立ち

上がる見通しである。来年度当初には、豊中市の中学生の約半数が参加できる規模まで拡大すること

を目標としている。さらに、約 2 年後の夏頃には、現在の中学 1 年生が部活動を引退する時期に合わ

せ、多くの生徒が参加できる体制を整え、本格的な地域クラブとして展開していく予定である。部活動が

なくなるというイメージは持ちにくいと思われるが、従来の良さを大切にしつつ、新しい価値観を取り入れた

多様なクラブ活動を実現していきたいと考えている。その実現には地域の協力が不可欠であるため、意見

等があればいただきたい。なお、今年度中には保護者向けの説明会の開催を検討している。 

 

【質問】 

数年後には地域クラブに完全移行する予定か。 

【回答】 

令和 10 年の 9 月頃に完全移行する予定である。 

 

【質問】 

文化部が少ないので、その点が気になる。 

【回答】 

文化部クラブに関しては、今後団体も増やしていく予定である。 

 

【質問】 

現在の部活は子どもたちが通学できる範囲での実施となっているが、認定地域クラブのリストを確認したと

ころ、実施場所の観点から「通いやすさ」に偏りがあることが問題だと考える。 

【回答】 

校区を移動せずとも様々なバリエーションのクラブを体験できるよう、地域クラブの認定を偏らないよう調整

をしていきたい。また移動に関しても、安全に活動できるような仕組みを検討していきたい。 

 

 

【質問】 

部活から地域クラブに移行する理由についてご教示いただきたい。 

【回答】 

児童数の減少や、国における教員の働き方改革の推進により、従来の学校主体による部活動の継続が



難しくなってきている。こうした背景を踏まえ、全国的に部活動を地域へ移行し、地域全体で子どもたちの

活動を支える体制づくりが進められている。 

 

【質問】 

地域クラブの活動開始時間が遅いのはなぜか。また指導者に対してのマネジメントの方法はどのようになっ

ているのか。 

【回答】 

開始の時間が遅いのは、既存の部活が終了してから活動をするため。地域クラブの指導者に対してのマ

ネジメントとして、研修等を行うことを検討する。今後、本格展開した後の時間帯は変わってくる可能性

はある。 

 

【質問】 

認定要件を明文化していただきたい。 

【回答】 

承知した。認定要件の公開は今年の秋ごろを予定している。公開されるときにはこちらでもお知らせする。 

 

【質問】 

夜間の活動に関して、照明などが無い学校もあるが、活動に支障はでないのか。 

【回答】 

暗闇対策として、照明設備がある学校以外は投光器を配備する予定である。 

 

【質問】 

勝利のみを追求したチームにならないかが懸念点である。 

【回答】 

アンケートを実施した結果、子どもたちの一番の願いは、活動を気軽に楽しみたいというものである。好き

なことを好きな時間に、好きな範囲で行うこともできるし、勝利をめざす子どもはそのような団体に行ってい

ただくことも可能である。要するにバラエティに富んだ状況を作っていきたい。 

 

 

 

【質問】 

現在地域クラブを先行実施している 17 団体に関して、実績報告が欲しい。 

【回答】 

活動の検証、データは取得していく。また活動団体の報告についても適宜行いたい。 

 

【質問】 



会費ついて知りたい。また最終的に何団体まで増やす予定か。 

【回答】 

会費はクラブ一覧の資料に追記する。最終的には 200 団体をめざす。 

 

 

4.議題案件 

（１）役員一覧、対外役員一覧、令和 8 年度「事業計画案」「予算案」の確認 

・会計監査は豊島西小学校 PTA 会長隂山さん、庄内よつば学園副会長内田さん決定した。 

・府 PTA 代議員は藤澤会長、三間顧問に決定した。 

・府 P 委員会委員に関しては藤本会長代行に決定した。 

 

（２）ブロック活動の活動費助成について 

・ブロック活動助成費は 1 校 15,000 円から 1 ブロック 130,000 円に変更。それに付随して予算案は 

修正の必要がある。 

総会が終わり次第ブロック活動助成の申請書は各ブロック長に送付する。 

 

（３）学校 PTA 周年記念事業お祝い金について 

・総会が終了次第、周年事業予定校 7 校（8 中、3 中、緑地、東豊中、西丘、豊島西、千成、大

池）へ申請書等を送付する。 

 

（４）PTA 連合協議会のスローガンについて 

・「おとなもこどももまんなかに 地域と共に育む豊中の未来」に決定した。 

 

（５）豊中市 PTA 連合協議会会則について 

・令和 7 年 6 月 14 日より変更はなし。 

 

（６）豊中市連 P 安全互助制度について 

・参考資料として豊中市 PTA 連合協議会安全互助制度のてびきを提示した。 

 

 

（７）第一回総会の開催日時の決定 

日時：6/20（土）13 時～ 

場所：地域共生センター3F 大会議室 

 

5.その他 

（１）役員から PTA 関連の質疑応答 



【質問】 

総会で単 P 会長が参加できない場合はどうすれば良いか。 

【回答】 

代理人で副会長等に出席いただいてもかまわない。または委任状をご提出いただく形になる。 

 

【質問】 

安全互助制度の加入は任意か。また加入の意思表明はどのようにすれば良いか。 

【回答】 

任意である。加入の意思表示については、総会終了後に事務局からメールを単 P 会長に送 

付するので、その際に加入・不加入の意思をお示しいただく。 

 

【質問】 

会費徴収が上手くいっていない学校もあるが、豊中市で会費徴収システムを独自に作成いただけないだ 

ろうか。 

【回答】 

できません。 

 

（２）事務局から連絡 

なし 

 

（３）小学校 PTA 会長全体会議の開催日時の決定 

・日程については後日検討する。 

 

（４）第 2 回役員会 開催日程の確認    日時：7 月 14 日（火）19 時～ 

                             場所：地域共生センター3F 大会議室 

 

6.閉会の挨拶 

谷口会長代行より「次回も有意義な会議にしたいと思います。ありがとうございました。」 


